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【穴埋め問題】

【オンプレミス型電子カルテ】

◆電子カルテについては、「遅くとも2030年には概ね全ての医療機関に
おいて必要な患者の医療情報を共有するための電子カルテの導入を目指
す」こととされている。この目標達成に向け、【　　　】で、かつ、カス
タマイズしている現行のものから、いわゆるクラウドネイティブを基本と
する廉価なものへと移行することを図ることとされている。

　　

　現在、電子カルテを既に導入している医療機関には、次回のシステム更
改時に、電子カルテ情報共有サービスおよび電子処方箋に対応するシステ
ム改修等を実施し、電子カルテ未導入の医療機関には、電子カルテ情報共
有サービスおよび電子処方箋に対応できる標準化された電子カルテの導入
を進めることとしている。
　なお、この対象は医科診療所と病院となっており、歯科医療機関につい
ては、現場に求められる電子カルテ・電子処方箋の機能に関し、令和７
度から検討を行い、令和８年度中に具体的な対応方針が決定される予定と
なっている。
　また、「医療法等の一部を改正する法律（令和７年12月12日法律第
87号）」において、「政府は、令和12年12月31日までに、電子カルテ
の普及率が約100％となることを達成するよう、（中略）医療機関の業務に
おける情報の電子化を実現しなければならない」と規定された。

解説
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【穴埋め問題】

【標準型電子カルテ】

◆デジタル庁で開発中の【　　　】については、本格運用の具体的内容を
令和７年度中に示した上で、必要な支援策の具体化を検討するとともに、
令和８年度中目途の完成を目指すこととされている。

　標準型電子カルテの要件としては、小規模な医療機関でも過度な負担な
く導入が可能となるよう、①電子カルテ情報共有サービス・電子処方箋管
理サービスへの対応、②ガバメントクラウドへの対応が可能となり、１つ
のシステムを複数の医療機関で共同利用することで廉価なサービス提供
が可能となるマルチテナント方式（SaaS型）のクラウド型サービスとす
る、③関係システムへの標準APIを搭載する、④データ引き継ぎが可能な
互換性を確保すること等を要件とする方向で進められている。
　なお、上記要件を参考として、医科診療所向け電子カルテの標準仕様

（基本要件）が令和７年度中に策定されるとともに、令和８年夏までに、
電子カルテ・電子カルテ情報共有サービスの具体的な普及計画が策定され
る予定となっている。
　また、電子カルテ未導入の医科無床診療所向けに、国がクラウドベース
の標準型電子カルテを開発中で、令和７年３月末より、一部医療機関でモ
デル事業が実施され、令和８年度中に「導入版」の完成が目指されている。

解説
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【穴埋め問題】

【標準型レセコン】

◆共通算定モジュールについて、診療所向けには一部の計算機能より、総
体的なシステム提供による支援の方がコスト削減効果を高く得られるた
め、標準型電子カルテと一体型の算定モジュールを組み入れた【　　　】
をクラウド上に構築して、利用可能な環境を提供する予定となっている。

　　

　標準型レセコンの提供開始時期は、現時点では令和10年度くらいからの
予定となっている。

注１ 全国医療情報プラットフォームと連携
注２　標準型レセコンは、標準型電子カルテ（帳票様式を含む）と一体的に提供するこ
とも検討

解説

─ 31 ─

２　医療ＤＸを推進するには３本の柱が重要

■診療報酬改定ＤＸの主なテーマ

共通算定モジュールの開発・運用 共通算定マスタ・コードの整備と電子点数表の改善

●�診療報酬の算定と患者負担金の計算を実施
●�次の感染症危機等に備えて情報収集できる仕組み
も検討

●�基本マスタを充足化し、共通算定マスタ・コード
を整備
●�地単公費マスタの作成と運用ルールを整備

診療報酬改定施行時期の後ろ倒し等 標準様式のアプリ化とデータ連携

●�診療報酬改定の施行時期を後ろ倒しし、システム
改修コストを低減（※施行時期・施行年度につい
ては中医協の議論を経て決定）
●�診療報酬点数表のルールの明確化・簡素化

●�各種帳票（医療機関で作成する診療計画書や同意
書等）の標準様式をアプリ等で提供
●�施設基準届出等の電子申請をシステム改修により
さらに推進

●共通算定モジュールは中小病院から、診療所は標準型レセコン
　共通算定モジュールは、導入効果が高いと考えられる中小規模の病院を対象に提供が開始され、
徐々に拡大されていく予定です。また、医療機関等の新設のタイミングや、システム更改時期に合
わせて導入を促進するとともに、費用対効果を勘案して加速策が実施されます。
　診療所向けには、一部の計算機能より、総体的なシステム提供による支援の方がコスト削減効果
が高く得られるため、標準型電子カルテと一体型のモジュールを組み入れた標準型レセコンをクラ
ウド上に構築し、利用可能な環境を提供する予定となっています。

医療機関等における負担の極小化、マスタ・コードの標準化、拡充、進化

大規模病院

中小規模病院

病院（歯科）
診療所
（医科・歯科）
薬局等

共通算定
マスタの提供

＋

電子点数表
の改善

＋

施行時期の
後ろ倒し

令和６年度

共通算定
モジュールの提供
（クラウド）

共通算定
モジュール
の試行運用

共通算定
モジュール
の試行運用

共通算定
モジュール
の試行運用

OR

令和８年度 令和10年度～

アジャイル

順次拡大

令和７年度

共通算定モジュールの
提供拡大

実情に応じ

オンライン資格確認の拡充

モデル事業

標準型レセコンの提供も検討
＋

帳票様式・モジュールを
レセコンに組込

注2

注1

費用対効果を考慮して導入

注１　全国医療情報プラットフォームと連携
注２　標準型レセコンは、標準型電子カルテ（帳票様式を含む）と一体的に提供することも検討

　共通算定モジュールは４つの要素（❶共通算定マスタ、❷計算ロジック、❸データの標準化、❹
提供基盤（クラウド原則））で構成され、共通算定モジュールの具体的な開発範囲については、調
査研究事業を踏まえつつ、関係者と協議のうえ検討されます。

01_概要編_第１章.indd   3101_概要編_第１章.indd   31 2023/06/01   16:492023/06/01   16:49



31

１
章　
医
療
DX
キ
ー
ワ
ー
ド

Ｑ015

◆共通算定モジュールの構成要素と標準化・共通化（DX）

◆参考；診療報酬改定DX対応方針（４つのテーマ）
①共通算定モジュールの開発・運用
・診療報酬の算定と患者負担金の計算を実施
・次の感染症危機等に備えて情報収集できる仕組みも検討
・�モジュールとの接続は、クラウド型レセコンとのクラウド間連携による
提供を基本※1

・レセプトの作成・請求をできるよう支援する機能を追加実装
②共通算定マスタ・コードの整備と電子点数表の改善
・基本マスタを充足化し共通算定マスタ・コードを整備
・地単公費マスタの作成と運用ルールを整備
③標準様式データ項目の構造化とデータ連携
・�各種帳票様式※2データの標準マスタ作成とコード化・構造化、統一的
なAPI仕様等の作成による互換性確保※3

・施設基準届出等の電子申請をシステム改修により更に推進※4

④診療報酬改定施行時期の後ろ倒し等
・診療報酬改定の施行時期を後ろ倒しし、システム改修コストを低減

─ 32 ─

Ⅰ　第１章　医療ＤＸが拓く未来

診療報酬改定DX
（各構成要素を標準化・共通化）

施設基準等データ取込

点数算定

公費・医療費助成
データ取込

診療報酬額計算
負担金計算

点数計算・窓口計算

④提供基盤（クラウド原則）

医療機関

診察等

取込等

データ作成

月次請求

レセプト編集
診療報酬明細書

診療報酬算定結果

レセコン

電カル

③データの
標準化

コメントマスタ
傷病名マスタ
修飾語マスタ
歯式マスタ
保険者マスタ

公費マスタ
地単公費マスタ

調剤行為マスタ
医薬品マスタ
特定器材マスタ

医科診療行為マスタ
歯科診療行為マスタ

施設基準マスタ
（医療機関マスタ)

その他ロジック・マスタ

※カルテ情報とレセ電コードの
　紐付けマスタ（変換マスタ）

①共通算定マスタ標準化

②計算ロジック標準化

※オンライン資格確認の活用

負担金計算結果

窓口請求

医事会計
公費等受給者マスタ

点数計算ロジック
患者負担計算ロジック
レセプト作成ロジック
ＵＩロジック
レセプトチェックロジック
受付ロジック
帳票ロジック
その他ロジック・マスタ

●診療報酬改定ＤＸの取組み体制
　診療報酬改定ＤＸの各取組みは国主導のもと着実に実施され、最大限の財政支援および人的支援
が実施される予定です。
　令和５年度（2023年度）から、診療報酬改定ＤＸタスクフォースを拡大したうえ開催するととも
に、開発主体を支援します。また、開発・運用主体の支払基金に、共通算定モジュールの仕様や開
発後の運用体制等についての検討チームを設置し、併せて地単公費マスタの作成および運用ルール
についての検討は、検討チームの下に自治体や国保連合会を主な構成員に含む作業チームを設置

（事務局：国保中央会）して行うこととなっています。

共通算定モジュール
検討チーム

JAHIS （ベンダ） 支払基金・国保中央会

国（厚労省・デジ庁） 医療機関等標準化機関

支払基金（開発・運用主体）

特定ベンダ

開発を委託

共通算定モジュール

枠組みの検討・関係者間の調整・財政支援

共通算定モジュール要件等の検討

診療報酬改定DXタスクフォース
・医療関係団体
・業界団体（JAHIS）
・審査支払機関　等

国
（厚労省・デジ庁）

モ
ジ
ュ
ー
ル
の

要
件
定
義
等

要件等の策定
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・診療報酬点数表のルールの明確化・簡素化
※１�　オンプレミス型レセコンの医療機関等への対応は、当該レセコンベンダにオンプ
レミス型レセコン向けモジュールの提供から開始。

※２　医療機関で作成する診療計画書や同意書など。
※３�　一環として、点数表留意事項通知で示す76様式について、データテーブルが作
成された。本データテーブルでは、76様式の記載項目（約3,000）が、どの様式で
どのような項目名で使用されているか、どの項目が共通しているかなどが整理され
ている（診療報酬改定DXに関する調査研究）。

※４�　施設基準等の届出（令和６年度診療報酬改定時：約1,100件）のオンライン化に
ついては、令和４年４月から段階的に実施されており、施設基準届出等の電子化に
関するワーキンググループでの検討結果や、診療報酬改定に係る告示・通知等に基
づき、令和10年度の全届出オンライン化に向けて改修が進められていく予定。

　　・令和４年度：オンライン届出機能の構築（19届出）
　　・令和６年度：オンライン化対象届出拡大（＋97届出追加）
　　・令和７年度：オンライン化対象届出拡大（＋210届出追加予定）
　　　　　　　　　⇒令和８年１月末リリース予定
　　・令和10年度：原則全ての届出をオンライン化予定

◆参考；疑義解釈検索ツール
　「規制改革推進に関する答申～利用者起点の社会変革～（令和６年５月
31日規制改革推進会議）」において、「厚生労働省が発出する疑義解釈の電
子データについて、検索性、一覧性および視認性をもって確認できるよう
に整理した上で公表する（令和７年度結論・措置）」とされたことを踏ま
え、厚生労働省の診療報酬関連情報サイトに疑義解釈検索ツールが掲載さ
れている。
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【穴埋め問題】

【かかりつけ医機能報告】

◆令和８年１月から報告開始となった【　　　】制度は、特定機能病院と
歯科医療機関を除く、全ての病院・診療所が、毎年１月から３月までの間
に、都道府県知事に報告を行うものである。

　　

　この制度では、各医療機関におけるかかりつけ医機能の内容について、
①報告、②院内掲示、③患者説明の実施が必要となる。
　上記①については、かかりつけ医機能の内容について都道府県に、
原則、医療機関等情報支援システム（G-MIS（Gathering Medical 
Information System））により報告する。都道府県知事は報告内容を確
認し、地域関係者との協議の場において、かかりつけ医機能を確保するた
めの具体的な方策を検討することとなる。
　上記②については、１号機能（40頁参照）を有する医療機関の要件と
して、報告したかかりつけ医機能の一定の内容を院内掲示するものである。
　上記③については、概ね４か月以上継続して医療を提供することが見込
まれる場合で、患者・家族から求めがあったときは、治療計画等について
説明をする必要がある（かかりつけ医機能を有する医療機関は、原則、医
療法に基づく患者への説明が努力義務）。

解説
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【穴埋め問題】

【介護情報基盤ポータルサイト（介護情報基盤ポータル）】

◆介護情報基盤の活用のための介護事業所・介護サービス提供医療機関向
け支援や、主治医意見書作成医療機関向け支援があるが、この助成金につ
いては、国保中央会が開設している【　　　】を経由しての申請受付、国
保中央会経由での補助となっている。

　　

介護事業所・介護サービス提供医療機関向け助成金は、①カードリー
ダーの購入経費、②介護情報基盤との接続サポート等経費（介護保険資格
確認等WEBサービス（介護WEBサービス）を利用する際に必要となるク
ライアント証明書の搭載等の端末設定について、技術的支援を受ける場合
に要する経費）となっている。なお、介護WEBサービスで主治医意見書
を作成・送信する介護事業所や医療機関は、介護WEBサービスの利用に
必要となる端末設定のみで主治医意見書の電子的送信が可能となる。

主治医意見書作成医療機関向け支援助成金の対象は、主治医意見書の電
子的送信機能の追加経費で、保険医療機関において、主治医意見書をオン
ライン資格確認等システムに接続する回線および介護情報基盤経由で電子
的に送信するために必要となる電子カルテや文書作成ソフト等の改修に係
る経費となっている。
　令和７年10月時点の助成額等については、45頁参照。

解説
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介護情報基盤ポータルサイトおよび介護WEBサービスは、令和７年８
月７日に国保中央会において開設・公開された。当サイトでは「医療機関
のみなさまが実現できること」として、以下のことが挙げられている。
①紙の作業を削減
　�　主治医意見書や請求書類などをオンラインで扱えるようになり、印
刷・郵送の手間やコストが削減される。
②即座にオンライン確認
　�　居宅療養管理指導などに必要な情報が連携され、現場でスピーディに
確認し対応できるようになる。
③サービスの質向上
　�　ケアプランやLIFE情報の一部などを通じて、患者の状態をより細や
かに把握できるため、気づきにつながり、長い目で寄り添ったサービス
の提供が可能となる。
　なお、令和７年10月17日から、❶介護事業所や医療機関のユーザ登録機
能（マイページ）、❷各市町村の介護情報基盤への対応状況の閲覧機能、
❸助成金申請機能、❹電話・チャットボットによる問い合わせ機能が追加
されている。
　❸の助成金の申請受付期間は、令和７年度は令和７年10月17日から令和
８年３月13日（予定）までとなっており、令和８年度以降の助成金申請に
ついては、現時点では未定である（助成金の申請にあたっては、「助成金
申請の手引き（令和７年11月版）」が国保中央会から公開されているので
参照）。

解説
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◆介護事業所・介護サービス提供医療機関向け助成金

※�43頁の①・②について、同一事業所で複数のサービスを提供する場合
には、介護サービス種別に応じた助成限度額の合計を助成限度額とする
ことが可能。
※�43頁の②の対象経費について、介護事業所が導入支援事業者から、介
護情報基盤の接続サポートとケアプランデータ連携システムの接続サ
ポートに必要な支援を一体的に受ける場合は、その費用も対象（令和７
年12月４日事務連絡）。
※�上記の介護事業所には、みなし介護事業所を含む。みなし介護事業所と
は、介護保険法に基づく正式な指定を受けていなくても、健康保険法な
ど他の法令で指定を受けている医療機関や薬局が、介護保険サービスの
提供者として認められる制度（みなし介護事業所に該当するかは「介護
サービス情報公表システム」で確認可能）。

◆主治医意見書作成医療機関向け支援助成金

※�助成金の交付にあたっては、予算額が設定されており、予算額を超えた
場合には、申請を締め切ることがある。また、状況によっては、審査期
間中に予算額を超えてしまう等の事情によって、申請後であっても、助
成金が交付できないこともあるとされている。

対象
（介護サービス種別）

カードリーダー
の助成限度台数

助成限度額（43頁①②
を合算した限度額）

訪問・通所・短期滞在系 ３台まで 6.4 万円
居住・入所系 ２台まで 5.5 万円
その他 １台まで 4.2 万円

対象 補助率 助成限度額

200 床以上の病院 １／２ 55万円
199床以下の病院・診療所 ３／４ 39.8 万円
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A036

【○×問題】

【×】

◆Q035の場合（マイナ保険証での受付の際に「資格（無効）」や「資格
情報なし」と表示される場合）における資格確認方法としては、資格情報
のお知らせ（52頁参照）によるもののほか、マイナポータルの画面によ
ることも可能である。

　上記設問の場合（「資格（無効）」等が表示される場合）については、マ
イナポータルでも最新の有効な資格情報は確認できない。
　そのため、資格情報のお知らせでの資格確認が必要となるが、それでも
資格確認ができない場合は、再診の場合は、口頭確認（施設側で資格確認
に必要な情報を把握していれば、職員による口頭での確認）により、初診
の場合は、被保険者資格申立書（53頁参照）によることとなる。
　資格情報のお知らせで資格確認ができた場合は、資格情報のお知らせで
確認した被保険者番号等を入力してレセプト請求を行うこととなる。
　それ以外の場合のレセプト請求方法は56頁を参照。

解説



２　オンライン資格確認関連
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Q047

A047

【穴埋め問題】

【居宅同意取得型オンライン資格確認】

◆【　　　】とは、顔認証付きカードリーダーが設置・使用できない以下
の場合に、マイナ資格確認アプリ等を用いて、薬剤情報等の提供に関する
同意取得や、マイナンバーカードによる本人確認を行える仕組みのことで
ある。
①訪問診療・訪問服薬指導等
②オンライン診療・オンライン服薬指導
③通常とは異なる動線での外来診療等、機器故障時等

　居宅同意取得型のオンライン資格確認による本人確認方法については、
上記設問の①～③について以下の通りとなっている。
①�医療機関・薬局のモバイル端末やノートパソコンで、マイナ在宅受付

Webまたはマイナ資格確認アプリ（居宅同意取得型）にアクセス
②�患者のモバイル端末やパソコンでマイナ在宅受付Webにアクセス
③�医療機関・薬局または患者のモバイル端末やノートパソコンでマイナ在

宅受付Webまたはマイナ資格確認アプリ（居宅同意取得型）にアクセ
ス（マイナ資格確認アプリの場合は医療機関・薬局の端末のみで利用可
能）
　なお、レセコンの改修等に係る補助金の申請期限は、令和８年１月31
日までとなっている。

解説



２　オンライン資格確認関連
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Q055

A055

【穴埋め問題】

【医療保険者等向け中間サーバー】

◆【　　　】に登録されている1.2億件の加入者情報のうち、約550万件
（4.4％）の加入者の氏名で、医療機関等のレセコンやマイナポータルで表
示したときに、黒丸「●」になる文字が含まれているが、「●」表記のま
までもレセプト請求は可能である。

　今後、自治体システムの標準化の取組みにおいて、戸籍、住基、地方
税、国保、後期、生保等で文字の標準化が進められる。これに併せて、中
間サーバーで扱える文字を広げつつ、保険者で登録している外字を標準文
字に置き換えることで、黒丸「●」で表示される文字を減らし、令和８年
度中を目途に大多数の文字の「●」表示の解消を目指すこととされている。
　具体的には、①保険者で使用している拡張文字への対応（�「髙」「﨑」
など）として、中間サーバー側で表示可能な文字種別を追加し、保険者か
ら登録があった際に「●」にならずに表示可能にする。また、②保険者
で独自に使用しているユーザー外字への対応（「𠮷」など）として、中間
サーバー側で、簡易な標準文字か共通の文字コードで対応できる文字への
置き換えを行っていき、加入者にはマイナポータルで標準文字に変換した
旨を案内する。なお、国保・後期・生保は、保険者で使用するユーザー外
字が行政標準文字へ順次置換されていく。

解説
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A070

【○×問題】

【〇】

◆電子処方箋の導入補助については、もともと令和７年９月末までに電子
処方箋を導入することが要件となっていたが、令和７年10月以降につい
ても、医療情報化支援基金（ICT基金）による補助が行われることとなっ
た。具体的には、補助対象とする導入期限を、令和８年９月まで延長し
た上で、令和７年10月以降に導入した施設に対しても補助を実施する。ま
た、補助対象の機能について、従来の院外処方機能に加えて、院内処方機
能も補助対象に追加された。

　令和８年10月以降の補助の取扱いについては、令和８年夏までにとり
まとめられる電子カルテおよび電子カルテ情報共有サービスの普及計画
（23頁参照）を踏まえて、電子処方箋と電子カルテおよび電子カルテ情
報共有サービスの導入が一体的に進むよう、改めて補助の取扱いが検討さ
れる。
　ただし、薬局については、令和７年10月時点において、概ね全ての薬局
に導入されることが見込まれていることから、補助対象とする導入期限と
しては令和８年９月までの延長を最後とし、未導入薬局に対しては導入期
限までの導入を促すこととされている。
　補助金額等については90頁参照。

解説



３　電子処方箋関連

90

院外処方機能（基本機能） 院外処方機能
（基本機能＋追加機能）

大規模病院 162.2万円上限（事業額
486.6万円上限に1/3）

200.7万円上限（事業額
602.2万円上限に1/3）

病院 108.6万円上限（事業額
325.9万円上限に1/3）

135.3万円上限（事業額
405.9万円上限に1/3）

診療所 19.4万円上限（事業額
38.7万円上限に1/2）

27.1万円上限（事業額
54.2万円上限に1/2）

大型チェーン薬局 9.7万円上限（事業額
38.7万円上限に1/4）

13.8万円上限（事業額
55.3万円上限に1/4）

薬局 19.4万円上限（事業額
38.7万円上限に1/2）

27.7万円上限（事業額
55.3万円上限に1/2）

院外処方機能
 （基本機能＋追加機能）

院外処方機能＋院内処方機
能 （基本機能＋追加機能＋
院内処方機能）

大規模病院 200.7万円上限（事業額
602.2万円上限に1/3）

247.7万円上限（事業額
743.2万円上限に1/3）

病院 135.3万円上限（事業額
405.9万円上限に1/3）

169.6万円上限（事業額
508.8万円上限に1/3）

診療所 27.1万円上限（事業額
54.2万円上限に1/2）

35.9万円上限（事業額
71.7万円上限に1/2）

大型チェーン薬局 13.8万円上限（事業額
55.3万円上限に1/4）

15.1万円上限（事業額
60.3万円上限に1/4）

薬局 27.7万円上限（事業額
55.3万円上限に1/2）

30.2万円上限（事業額
60.3万円上限に1/2）

・大規模病院：病床数が200床以上の病院
・大型チェーン薬局：グループで処方箋の受付が月４万回以上の薬局
・�追加機能：リフィル処方箋、口頭同意による重複投薬等チェック結果閲覧、マイナンバー
カードによる電子署名対応、処方箋ID検索

◆電子処方箋の導入補助（令和７年９月まで）

◆電子処方箋の導入補助（令和７年 10 月以降）



４　電子カルテ情報共有サービス関連

92

Q072

A072

【穴埋め問題】

【電子カルテ情報】

◆電子カルテ情報共有サービスとは、医療機関で記録された【　　　】の
一部についてマイナ保険証を利用することで、全国の医療機関や薬局など
で閲覧可能とするものであり、全国医療情報プラットフォームの仕組みの
１つである。

　電子カルテ情報共有サービスを活用することにより、他の医療機関で診
断された傷病名やアレルギー、検査結果などのデータが医療機関等におい
て、迅速かつ正確に把握できるようになり、より安全で質の高い医療の提
供に役立つことが期待されている。
　また、電子カルテ情報共有サービスに登録された情報は、マイナポータ
ルを使って患者自身も確認することが可能である。
　なお、医療機関等で閲覧できる情報は、患者が同意した範囲に限られ、
医療機関等では、利用目的外で患者の医療情報を閲覧することは認められ
ていない。
　電子カルテ情報共有サービスのモデル事業は、令和７年２月３日から３
医療機関で実施され、その後、全国10程度の病院・地域に拡大し、その結
果も踏まえて、令和７年度中に本格運用（全国展開）を行う予定となって
いる（178頁参照）。

解説

4 電子カルテ情報共有サービス関連
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Q082

A082

【穴埋め問題】

【FHIR（Fast Healthcare Interoperability Resources）】

◆電子カルテ情報共有サービスに係る補助金について、令和13年３月
31日までに既にオンライン資格確認等システムおよび電子処方箋管理
サービスを導入（電子処方箋管理サービスにあっては、導入する旨の申し
出がある場合は導入しているとみなす）した上で、電子カルテ情報共有
サービスに接続することを前提に、電子カルテ情報・文書を【　　　】に
基づいた形式に変換し、電子的に送受信するために必要な改修等を完了し
た上で、令和13年９月30日までに申請すれば、補助金交付の対象とな
る。

　FHIR（Fast�Healthcare�Interoperability�Resources） と は、 一 般 的
なWeb技術を用いて医療情報をやり取りできる、次世代の医療情報交
換フレームワークである。アメリカのHL7協会（Health�Level�Seven�
International）が開発した規格であり、HL7 FHIRとも呼ばれる。
　この規格の普及により、電子カルテをはじめとする医療情報の標準化が
進み、患者の現在の服薬状況や過去の検査結果などのデータを、医療機関
同士で容易に共有・交換できるようになる。

解説



１　医科診療報酬関連
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Q083

A083

【穴埋め問題】

【マイナ保険証利用率】

◆①オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を診療に活用
できる体制を整備していることと、②電子処方箋や電子カルテ情報共有
サービスを導入し、質の高い医療を提供する体制を確保していることへの
評価として、令和６年度診療報酬改定において、医療DX推進体制整備加
算が新設された。令和６年10月からは経過措置であった【　　　】の要件
が適用されたが、電子カルテ情報共有サービス要件については、経過措置
期間が、令和８年５月31日までに延長されている。

　A000初診料の加算である医療DX推進体制整備加算（医療DX）に係る
点数等と要件の１つであるマイナ保険証利用率の変遷については、113
頁の通り。令和７年７月23日の中医協総会において、令和７年10月からと
令和８年３月からの利用率のほか、電子カルテ情報共有サービス要件の経
過措置延長についても了承された（マイナ保険証利用率等は通知規定のた
め諮問・答申ではなく総会での承認のみとなった）。

解説

1 医科診療報酬関連
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◆医療DX推進体制整備加算
適用
時期 令和６年６月～９月 令和６年10月～

令和７年３月 令和７年４月～令和８年５月

医科

8 点
加算 1　11点 加算 1　12点（電子処方箋登録体制）
加算 2　10点 加算 2　11点（電子処方箋登録体制）
加算 3　 8 点 加算 3　10点（電子処方箋登録体制）

電子処方箋発行体制は令和７年３月
31日までは経過措置

加算 4　10点（電子処方箋要件なし）
加算 5　 9 点（電子処方箋要件なし）
加算 6　 8 点（電子処方箋要件なし）

※�　電子カルテ情報共有サービスの施設基準に係る経過措置は、「令和 7年 9月30日まで」
から「令和 8年 5月31日まで」に延長（令和 7年10月 1 日適用）

◆マイナ保険証利用率
適用時期 令和６年10月１日～12月31日 令和７年１月１日～３月31日
利用率実績 令和６年７月～ 令和６年10月～
加算 1 15％ 30％
加算 2 10％ 20％
加算 3 5 ％ 10％

適用時期 令和７年４月１日～
９月30日

令和７年10月１日～
令和８年２月28日

令和８年３月１日～
５月31日

利用率実績 令和７年１月～＊1 令和７年７月～＊1 令和７年12月～＊1
加算 1 ・ 4 45％ 60％ 70％
加算 2 ・ 5 30％ 40％ 50％
加算 3 ・ 6 15％＊2 25％＊2 30％＊2
＊1�　過去 3か月間で最も高い「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」を用いて算定可
＊2�　医科の小児科外来診療料算定医療機関で、かつ令和 6年 1月 1日～12月31日までの延
べ外来患者数のうち「 6歳未満患者割合」が 3割以上の医療機関【小児科特例】

　 ⇒令和 7年 4月 1日～ 9月30日までの間に限り、「12％」
　 ⇒令和 7年10月 1 日～令和 8年 2月28日までの間に限り、「22％」
　 ⇒令和 8年 3月 1日～ 5月31日までの間に限り、「27％」



１　医科診療報酬関連
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Q095

A095

【穴埋め問題（同じキーワードが入る）】

【オンライン診療（オン診）】

◆【　　　】の適切な実施に関する指針は、平成30年３月に策定され、新
型コロナの特例的な取扱いを実施するなか、令和４年１月に一部が改定さ
れた。それを踏まえ、令和４年度診療報酬改定により、平時においても初
診からの【　　　】が可能となった。

オンライン診療の適切な実施に関する指針（オンライン指針）の策定時
は、再診でのオンライン診療は可能だが、原則、初診は不可となってい
た。平成30年度診療報酬改定では、オンライン診療料が新設されたが、対
象は再診のみで、かつ、対象疾病は限定的であり、緊急時対応の要件など
厳しい条件もあった。しかし、その後、新型コロナウイルス感染が拡大す
るなか、令和２年４月に新型コロナの時限的・特例的取扱いとして、初診
からのオンライン診療・電話診療が認められた（新型コロナの診療報酬の
特例措置は同年４月10日事務連絡）。令和４年１月にはオンライン指針が
一部改定され、それを踏まえ、令和４年度診療報酬改定において、初診に
おけるオンライン診療が新設され、再診については、対象者の制限を緩和
し、緊急時対応の要件等が撤廃された。
　なお、診療報酬の告示・通知上では、オンライン診療（オン診）の評価
は、情報通信機器を用いた初診料・再診料・外来診療料として記載されて
いる。
　また、「医療法等の一部を改正する法律（令和７年12月12日法律第
87号）」により、オンライン診療が医療法で定義され、手続やオンライ
ン診療を受ける場所を提供する施設に係る規定が整備された（令和８年４
月１日施行）（183頁参照）。

解説
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Ｑ095・Q096

Q096

A096

【穴埋め問題】

【情報通信機器を用いた精神療法に係る指針】

◆情報通信機器を用いた通院精神療法を行う際には、オンライン診療の適
切な実施に関する指針（オンライン指針）および【　　　】に沿った診療
および処方を行うこととされている。

　I002の情報通信機器を用いた通院精神療法（オンライン通院精神療法）
（施設基準あり）は、令和６年度診療報酬改定において新設され、対象患
者は、「情報通信機器を用いた精神療法を実施する当該保険医療機関の精
神科を担当する医師が、同一の疾病に対して、過去１年以内の期間に対面
診療を行ったことがある患者」とされた。
　また、「当該患者に対して、１回の処方において３種類以上の抗うつ薬
または３種類以上の抗精神病薬を投与した場合には、算定できない」旨も
規定された。
　なお、情報通信機器を用いた精神療法に係る指針（オンライン精神療法
指針）は、厚生労働省令和４年度障害者総合福祉推進事業「情報通信機器
を用いた精神療法を安全・適切に実施するための指針の策定に関する検
討」において作成されたものであるが、令和７年12月１日に開催された

「第12回精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会」において、
同指針の改訂版（案）が示されている。

解説
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【○×問題】

【×】

◆オンライン診療の適切な実施に関する指針（オンライン指針）および情
報通信機器を用いた診療（オンライン診療・オン診）の実態を踏まえ、
令和６年度診療報酬改定において、情報通信機器を用いた診療の施設基準
に、「情報通信機器を用いた診療の再診においても、向精神薬の処方は行
わないことを当該保険医療機関のホームページ等に掲示していること」が
追加された。

　オンライン診療の適切な実施に関する指針（平成30年３月（令和５年３
月一部改訂））において、初診の場合には、以下の処方は行わないことと
されている。
・麻薬および向精神薬の処方
・ 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必

要な薬品（診療報酬における薬剤管理指導料の「１」の対象となる薬
剤）の処方

・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する８日分以上の処方
　上記を踏まえ、令和６年度診療報酬改定において、「情報通信機器を用
いた診療の初診において向精神薬の処方は行わないことを当該保険医療機
関のホームページ等に掲示していること」が施設基準に追加された。な
お、厚生労働省の検討会において、一定条件下における「初診による情報
通信機器を用いた精神療法の活用」について、引き続き議論がなされて
いる（情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針の改訂版

（案）については、127頁参照）。

解説
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【穴埋め問題】

【電子カルテ情報共有サービス】

◆令和６年度診療報酬改定から、文書により提供等することとされている
個々の患者の診療情報等を、電磁的方法によって、他の保険医療機関、保
険薬局または患者等に提供等する場合は、医療情報システムの安全管理に
関するガイドライン（安全管理ガイドライン）に定められた電子署名を施
すことと明確化（138頁参照）されているが、診療情報提供書について
は、【　　　】を用いて提供する場合には、一定のセキュリティが確保さ
れていることから電子署名を行わなくても共有可能である。

　令和６年度診療報酬改定において、点数表留意事項通知の別添１の２の
「通則」に「様式11および11の２（診療情報提供書）について、電子カル
テ情報共有サービスを用いて提供する場合には、一定のセキュリティが確
保されていることから電子署名を行わなくても共有可能とする」が追加さ
れた。

解説
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Q000

A000

【●●●】

【●●●】

◆●●●●●●●●●●●●●●

　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

解説

Q126

A126

【穴埋め問題】

【未コード化傷病名】

◆DPC対象病院の基準のうち、退院患者調査の様式 1における【　　　】
の使用割合が２％未満であることについては、令和 8年度診療報酬改定よ
り制度参加・退出に係る判定に用いられる。

令和 8年度診療報酬改定よりDPC制度の参加・退出に係る判定に用い
られるものとしては、上記設問の要件のほかに、①退院患者調査の様式
1（医療資源病名）における「部位不明・詳細不明コード」の使用割合が
10%未満、②退院患者調査の様式間で記載矛盾のあるデータが１％未満、
③調査期間１月あたりのデータ数が90以上であることが追加される。
　上記のほか、DPC対象病院の基準については以下のものがある。
・ 急性期一般入院基本料、特定機能病院等の７対1・10対１入院基本料の

届出
・A207診療録管理体制加算の届出
・退院患者調査、特別調査に適切に参加
・ 適切なコーディングに関する委員会を年４回以上開催（コーディング委

員会開催時には、DPC/PDPS傷病名コーディングテキスト（厚生労働
省保険局医療課）を活用することが望ましい）

解説
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【○×問題】

【○】

◆DPC制度においては、入院中の患者に対して使用する薬剤は、入院す
る病院において入院中に処方することが原則であり、「入院の契機となっ
た傷病」に対する持参薬の使用は、特別な理由がある場合を除き認めない
こととされている。

　上記設問の持参薬に係るルールについては、令和７年９月11日の中医
協・診療報酬調査専門組織（入院・外来医療等の調査・評価分科会）の

「DPC/PDPS等作業グループからの最終報告について」において、「入院
の契機となる傷病」に対する持参薬の使用に係る現行ルールの更なる周知
徹底を図るべきとの指摘があった。具体的には、入院の契機となった傷病
に対して使用する医薬品は、院内で処方されるのが原則であることや、
DPC算定を行う場合の入院料の中には、一般的に入院の契機となった傷
病に対して使用する医薬品の薬剤料が含まれていることについて、患者へ
の説明を求めるべきとされた。
　また、「入院の契機となった傷病」以外の傷病に対する持参薬の使用の
可否は、令和10年度診療報酬改定に向けて引き続き議論する必要がある
が、まずは、持参薬を使用する理由や、使用される頻度が高い持参薬およ
び診断群分類等について、調査を行う必要があるとの指摘があった。

解説
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・本文のQ＆Aで色付きとなっているキーワードを INDEXとした。
・以下の INDEXで色付きの頁番号はA（答え）の該当頁を指す。

Ａ～Ｚ
A-DROPスコア� 161
BCP� 124
BI � 160
Burn Index� 160
C-CAT（シーキャット）� 149
CCPマトリックス� 167
Child-Pugh分類� 162
Diagnosis Procedure Combina-

tion � 156
Diagnosis Related Group� 156
DPC� 156
DPC/PDPS� 156
DPC/PDPS傷病名コーディン
　　グテキスト� 157
DPCDB� 33
DPCコード� 158、159
DPCの評価・検証等に係る調

査（DPC調査）� 151、170
DRG� 156
DRG/PPS� 156
D to P with D � 133
D to P with N� 132

Dファイル� 152
e-learning� 137
FH IR（Fa s t  H e a l t h c a r e 

Interoperability Resources� 110
G-MIS（Gathering Medical 

Information System）� 35、37、39
GAF� 160
Global Assessment of Func-

tioning� 160
GS1コード� 27
HIC� 33
HL7� 110
HL7 FHIR� 110、125
HPKIカード� 83
HPKIセカンド電子証明書� 83
Hファイル� 152
ICD-10� 158
ICT基金� 26、89
Japan Coma Scale � 160
JCS� 160
JLAC10� 28
JLAC11� 28
JLACセンター� 28
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Join � 146
Ｋコード� 158
Ｋファイル� 152
LIS（Laboratory Information 

Systems）� 125
LOINC� 28
Major Diagnostic Category� 158
MCDB（Medical Corporation 

F i n a n c i a l  D a t a b a s e 
System）� 34

MDC� 158
MIST（Medical Information 

Security Training）� 36
NDB（National Database of 

Health Insurance Claims）� 33
nodoca� 147
PACS（Picture Archiving and 

Communication System）� 125
PMH（Public Medical Hub）� 21
SOAP� 93
WAM NET� 34
YJコード� 27、86、87

数字
１号機能� 39、40
２号機能� 40
４情報� 69
６情報� 99

あ～お
アルコール依存症飲酒量低減治

療補助アプリ� 144
アレルギー等情報� 103
安全管理ガイドライン
　　� 124、138、139
医科点数表算定コード� 159
一括照会機能� 58
一般名コード� 27、86
医薬品コード� 27
医薬品マスタ� 27、86
医用画像管理システム� 125
医療・介護データ等解析基盤
（HIC）� 33

医療DX（Digital Transforma-
　　tion）� 16
医療DX推進体制整備加算� 112
医療DX推進本部� 17、18
医療DXの推進に関する工程表
　　� 16、20、21、23、84
医療DX令和ビジョン2030
　　� 16、18、23
医療DX令和ビジョン2030厚生

労働省推進チーム� 16、18
医療機関等情報支援システム
　　� 35、37、39
医療機関等向け総合ポータルサ

イト� 65
医療機関別係数� 164、165、166
医療機関向けセキュリティ教育
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支援ポータルサイト� 36
医療情報・システム基盤整備体

制充実加算� 114
医療情報化支援基金� 26、89
医療情報化推進方針� 183
医療情報基盤・診療報酬審査支

払機構（基盤機構）� 4、183
医療情報システム安全管理責任

者� 124
医療情報システムの安全管理に
　　関するガイドライン
　　� 124、138、139
医療情報取得加算� 114
医療情報等の包括同意� 63
医療情報ネット（ナビイ）� 35
医療法人経営情報データベース
　　� 34
医療保険者等向け中間サーバー
　　� 74
医療扶助� 73
ウェブサイト掲載� 140、144
エキスパートパネル（EP）� 149
遠隔ICUモニタリング� 135
遠隔死亡診断補助加算� 122
遠隔モニタリング加算� 134
遠隔連携診療料� 133
往診時医療情報連携加算� 118
オフラインバックアップ体制� 124
オン資� 46
オン診� 126、128

オンプレミス型電子カルテ� 24
オンライン医療的ケア児（者）

入院前支援加算� 131
オンライン会議システム� 137
オンライン資格確認
　　� 19、46、112、180
オンライン資格確認等システム
　　� 17、19、46、181
オンライン指針� 126、127、128
オンライン診療� 126、128、183
オンライン診療の適切な実施に

関する指針� 126、127、128
オンライン生活習慣病管理料
（Ⅱ）� 131

オンライン請求� 169
オンライン精神療法指針� 127
オンライン通院精神療法� 127、131
オンライン慢性腎臓病透析予防

指導管理料� 131

か～こ
介護DB� 33
介護情報基盤� 41、42、43
介護情報基盤ポータルサイト
（介護情報基盤ポータル）
� 43、44

介護保険資格確認等WEBサー
ビス（介護WEBサービス）
� 42、43、44

外来EF統合ファイル� 152、155
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外来Kファイル� 155
外来医療、在宅医療、リハビリ

テーション医療の影響評価
に係る調査 � 153、154

外来医療等調査� 153、154、155
外来機能報告� 37、38
外来データ提出加算� 153
外来様式１� 155
外来様式３� 155
顔写真なしマイナンバーカード� 50
顔認証付きカードリーダー� 22、48
かかりつけ医機能� 39
かかりつけ医機能報告� 39
カバー率指数� 165
がんゲノム情報管理センター� 149
がんゲノムプロファイリング検

査� 149
がんゲノムプロファイリング評

価提供料� 149
看護師等遠隔診療補助加算� 132
患者サマリー� 107
感染症発生届� 183
カンファレンス� 136
緩和ケア病棟緊急入院初期加

算� 121
疑義解釈検索ツール� 32
基礎係数� 164
機能強化係数Ⅰ� 164
機能強化係数Ⅱ� 164、165、166
基盤機構� 4、183

救急時医療情報閲覧機能
　　� 69、70、73、123
救急補正係数� 164
救急用サマリー� 69
協議の場� 38、39
共通算定マスタ� 29
共通算定モジュール� 29、30
居宅同意取得型オンライン資格

確認� 66、115
経済財政運営と改革の基本方針
（骨太の方針）� 17、18

激変緩和係数� 164
健康診断結果報告書� 93、97
限度額適用・標準負担額減額認

定証� 62、180
限度額適用認定証� 61、62、180
限度額適用認定証情報� 61、180
コーディングデータ� 169
高額薬剤� 171
高額薬剤判定� 171
高額療養費� 61、62
高血圧治療補助アプリ� 141、143
公費負担医療（電子資格確認）� 183
公費負担医療制度� 72
効率性指数� 165

さ～そ
災害時医療情報閲覧機能� 68
在宅医療DX情報活用加算� 115
在宅医療情報連携加算� 116
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在宅がん患者緊急時医療情報連
携指導料� 116

在宅データ提出加算� 154
サイバーセキュリティ対策� 124
資格確認限定型オンライン資格

確認� 64
資格確認書� 49、180
資格情報のお知らせ� 52、55、56
事業継続計画（BCP）� 124
自己負担限度額� 61、62
紹介受診重点医療機関� 38
情報通信機器（ICT）を利用し

た死亡診断等ガイドライ
ン� 122

情報通信機器を用いた初診料・
再診料・外来診療料� 126

情報通信機器を用いた精神療法
に係る指針� 127

情報通信機器を用いた通院精神
療法� 127

処方内容（控え）� 76、81、82
身体的拘束� 170
診断群分類� 156
診断群分類区分� 158、159
診断群分類番号� 160、161、162
診療記録管理者� 151
診療情報提供書� 93、94
診療報酬改定DX� 16、17、18、20
診療報酬改定DX対応方針� 31
スマホ保険証� 52、57

全国医療情報プラットフォーム
　　� 16、17、18、19、20、41、92
その他アレルギー等情報� 103

た～と
退院患者調査� 151、157
退院時サマリー� 93、94、96
体制評価指数� 165、166
ダミーコード� 27、86
地域医療指数� 165、166
中間サーバー� 74
調剤済み電子処方箋の保存サー

ビス� 85
重複投薬等チェック
　　� 77、78、79、80
ツリー図� 158、159
データ提出加算� 150、151、152
データヘルス改革� 19
定義テーブル� 158、159
定量評価指数� 166
適切なコーディングに関する委

員会� 151、157
電子カルテ� 19
電子カルテ情報� 92、183
電子カルテ情報共有サービス
　　� 92、112、115、139、183
電子カルテ情報共有サービスに

関する検討事項� 178
電子カルテ情報の標準化
　　� 16、17、18、20
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電子カルテの普及率� 24、183
電子資格確認（公費負担医療）� 183
電子証明書� 138、182
電子処方箋� 19、75、112、115
電子処方箋管理サービス� 78
電子署名� 83、138、139
電子診療録等情報� 183
特定器材マスタ� 86
特定疾病療養受療証� 61、62
匿名医療保険等関連情報データ

ベース� 33

な～の
ナビイ� 35
ニコチン依存症治療補助アプリ
　　� 141、142
入院EF統合ファイル� 152
ノドカ� 147

は～ほ
ハウスコード� 27、28、86
引換番号� 76、81、82
被保険者資格申立書� 53、55、56
標準型電子カルテ� 25、30
標準型レセコン� 30
病床機能報告� 37
標準負担額減額認定証� 62
病変検出支援プログラム加算� 145
複雑性指数� 165
不詳レセプト� 56、182

プログラム医療機器
　　� 141、142、143、144
プログラム医療機器等指導管理

料� 141
訪問看護医療DX情報活用加算� 117
骨太の方針� 17、18

ま～も
マイナ救急� 70
マイナ在宅受付Web� 66、67
マイナ資格確認アプリ� 65、66
マイナ資格確認アプリ（居宅同

意取得型）� 66、67
マイナ診察券� 71
マイナ保険証� 20、22、180
マイナ保険証利用率� 112
マイナ保険証を基本とする仕組

みへの移行� 179
マイナポータル� 22、67、92
マイナンバーカード� 46、182
マイナンバーカードの特急発

行・交付� 51
未コード化傷病名� 157
目視確認モード� 48
目視確認用パスコード� 48

や～よ
夜間看護体制加算等� 119
様式１� 152
様式３� 152
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様式４� 152

ら～ろ
リハビリテーションデータ提出

加算� 155
リフィル処方箋� 84
リモート署名� 83
利用者証明用電子証明書� 47

臨床検査コード� 28
臨床検査部門システム� 125
レセ電コード� 27、86
レセプト電算処理システム� 169
レセプト振替機能� 53、56、59
レセプト分割機能� 59
ローカル署名� 83

◆電子カルテ情報共有サービスに関する検討事項（抜粋）
（�令和７年12月10日健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用
ワーキンググループ）

１．電子カルテ情報共有サービスの今後の対応方針
●�全国での運用開始に向け、現在モデル事業で確認されている課題への対応を
行う必要がある。
●�モデル事業で明らかになった課題への対応を行うためには、電子カルテ情報
共有サービス、対応する電子カルテ両者のシステムに一部改修を加えた上
で、改めてシステムの動作確認、現場運用の検証を行うことが想定される。
改修後に改めて検証にご協力いただく地域を選定し、検証を行うこととする。
●�この検証を経て、致命的な課題がないことを確認の上、３文書６情報のうち
臨床現場で支障なく運用が可能な文書・情報から、来年度（令和８年度）の
冬頃をメドに全国で利用可能な状態にすること（運用開始）を目指す。

２．処方情報について
●�処方情報については、電子カルテ情報共有サービスにおける診療情報提供書
からの抽出は行わないこととし、電子処方箋管理サービスに登録された情報
とする。
　（注）�抽出を行わない場合（抽出した処方情報を参照用のデータとして保存

しない場合）でも、診療情報提供書に処方情報を記載することは可能。
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